
殿

４．倫理審査の状況

その他（特記事項）

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

６．利益相反の管理

有 無

有 無

有 無

有 無

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

（無の場合はその理由：　 　）

（無の場合は委託先機関：　 　）

（無の場合はその理由：　 　）

（有の場合はその理由：　 　）

未受講

（留意事項）

鳥羽　研二

受講

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定

研究倫理教育の受講状況

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とす
る医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※１）

（指針の名称：　　 　）

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実
施に関する基本指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
（※３）

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし
一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

有

令和6年5月31日報告日：

氏　名

審査した機関

粟田　主一（ｱﾜﾀ　ｼｭｲﾁ）

認知症未来社会創造センター・センター長

未審査(※2)

機関名

　次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以
下のとおりです。

所属研究機関長　職　名

無

３．研究者名

審査済み

２．研究課題名

１．研究事業名

認知症の遠隔医療およびケア提供を促進するための研究(23GB1001)

理事長

（国立保健医療科学院長）

（国立医薬品食品衛生研究所長）

厚生労働大臣

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無

認知症政策研究事業

（ 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ）

（ 所 属 部 署 ・ 職 名 ）
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殿

４．倫理審査の状況

その他（特記事項）

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

６．利益相反の管理

有 無

有 無

有 無

有 無

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

（無の場合はその理由：　 　）

（無の場合は委託先機関：　 　）

（無の場合はその理由：　 　）

（有の場合はその理由：　 　）

未受講

（留意事項）

鳥羽　研二

受講

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定

研究倫理教育の受講状況

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とす
る医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※１）

（指針の名称：　　 　）

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実
施に関する基本指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
（※３）

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし
一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

有

令和6年5月31日報告日：

氏　名

審査した機関

井藤　佳恵（ｲﾄｳ　ｶｴ）

認知症未来社会創造センター・センター長

未審査(※2)

機関名

　次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理については以
下のとおりです。

所属研究機関長　職　名

無

３．研究者名

審査済み

２．研究課題名

１．研究事業名

認知症の遠隔医療およびケア提供を促進するための研究(23GB1001)

理事長

（国立保健医療科学院長）

（国立医薬品食品衛生研究所長）

厚生労働大臣

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無

認知症政策研究事業

（ 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ）

（ 所 属 部 署 ・ 職 名 ）
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令和６年４月３０日 
厚生労働大臣

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）

 機関名 公立大学法人福島県立医科大学 

  所属研究機関長 職 名 理事長

 氏 名 竹之下誠一 

次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１．研究事業名 認知症政策研究事業

２．研究課題名 認知症の遠隔医療およびケア提供を促進するための研究（23GB1001） 

３．研究者名  （所属部署・職名）会津医療センター・教授 

（氏名・フリガナ）川勝 忍・カワカツ シノブ

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：  ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：   ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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  令和 6 年 4 月 1日

厚生労働大臣 殿 

機関名  国立大学法人金沢大学 

 所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 和田 隆志 

次の職員の令和 5 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

１．研究事業名 認知症政策研究事業

２．研究課題名 認知症の遠隔医療およびケア提供を促進するための研究

３．研究者名  （所属部署・職名）医薬保健研究域医学系・教授

（氏名・フリガナ） 小野 賢二郎・オノ ケンジロウ

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 
未審査（※

2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
■ □ ■ 金沢大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：        ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：   ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：   ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：   ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：   ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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2024年 5月 29日 
厚生労働大臣 殿 

  機関名 国立大学法人広島大学 

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名  越智 光夫

  次の職員の令和５年度 厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に 

ついては以下のとおりです。

１．研究事業名 認知症政策研究事業  

２．研究課題名 認知症の遠隔医療およびケア提供を促進するための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）  大学院医系科学研究科 寄附講座教授  

（氏名・フリガナ）  石井 伸弥 ・イシイ シンヤ

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
✔ □ ✔ 広島大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ✔ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ✔ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：  ） 
□ ✔ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

広島大学倫理審査委員会で審査を受けたときの研究科題名は「都市近郊、中山間地域における認知症の人
にやさしい地域づくりに関する研究」
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ✔   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：   ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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令和 6年 5月  31日 
厚生労働大臣

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）

 機関名 社会福祉法人 浴風会 
 認知症介護研究・研修東京センター 

 所属研究機関長 職 名 センター長
氏 名 粟 田  主 一 

次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１．研究事業名 認知症政策研究事業

２．研究課題名 認知症の遠隔医療およびケア提供を促進するための研究（23GB1001） 

３．研究者名  （所属部署・職名） 研修部 研究企画主幹 

（氏名・フリガナ）  滝口 優子 タキグチ ユウコ

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
☑ □ ☑ 

認知症介護研究・研修東京 

センター倫理審査規程
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ □ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ □ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：  ） 
□ □ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 ☑（無の場合はその理由：今後実施する。  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：   ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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